
 

 

苫小牧市告示第 394 号 

別記様式第 43号（経営管理権集積計画の公告） 
 

公  告 

 

 下記森林について、森林経営管理法第４条第１項の規定により経営管理権集積計画を定めたため、第

７条第１項の規定により公告する。 

 なお、定めた経営管理権集積計画については、下記場所において縦覧に供する。 

 

 

  2025 年 9 月 24 日 

 

苫小牧市長 金澤 俊   

 

記 

 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

 

整理番号 所在・地番 林班・小班 地目 面積（ha） 備考 

集 R7-5 
苫小牧市字

美沢 396-11 
53林班36小班 山林 0.1653 

 

 

２ 縦覧場所 苫小牧市都市建設部緑地公園課、及び苫小牧市ホームページ 

 

３ 本公告により、苫小牧市に経営管理権が、森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ設定される。 

 

４ 当該経営管理権集積計画は、森林経営管理法第 28 条第３項の規定により、所有者不明森林に係る

同意みなしにより定められた計画であることから、不明者として同意みなしとされた者は、次に掲げ

る場合において、苫小牧市に計画の取消しを申し出ることができる。 

 ⑴ 経営管理実施権配分計画が定められていない場合であって、公告があった日から起算して５年を

経過したとき。 

 ⑵ 経営管理実施権配分計画が定められている場合であっても、 

① 経営管理実施権の設定を受けた民間事業者の同意を得ているとき。 

② 予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情があり、かつ経営管理実施権の設定を受け

た民間事業者に通常生ずべき損失の補償をしたとき。 

  

以上 

 

（記載要領） 

 １ 森林の所在等の情報については、定めた経営管理権集積計画の内容を記載すること。 

 


